
－1－ 

 

訪日外国人向け旅行商品造成のための企画・開発事業企画提案公募実施要領 

 

次のとおり公募型プロポーザルに付すこととしたので、公募する。 

  

令和２年９月１１日 

一般社団法人せとうち観光推進機構 

                                    会長 真鍋 精志 

 

１ 業務内容 

(1)  業務名 

訪日外国人向け旅行商品造成のための企画・開発事業 

(2)  業務目的 

  「インフラツアー」、「橋梁ライトアップ」、「しまなみ海道サイクリング」等の取組を行っている

本四高速道路㈱（以下「本四高速」という。）と連携しながら、本四高速が提供するコンテンツを

インバウンド目線での改善を図り、周辺地域の観光資源も組み込んだ魅力的な周遊型旅行商品の造

成を図る。 

 (3)  業務内容 

      別添、「仕様書」のとおりとする。 

(4)  履行期間 

契約締結の日から令和３年３月１９日（金）までの間 

(5)  事業予算額 

   本事業にかかる事業費は１１，０００千円を上限（消費税及び地方消費税を含む）とする。 

(6) 事務担当（問い合わせ先） 

一般社団法人せとうち観光推進機構（担当：高橋・羽田） 

〒730-0011 広島市中区基町 10番３号 広島県自治会館２階 

電話（082）836－3217  ＦＡＸ（082）836－3218 

電子メール 高橋：t-takahashi@setouchitourism.or.jp 

羽田：t-hada@setouchitourism.or.jp  

 

２ 公募型プロポーザル参加資格 

   公募型プロポーザル参加者は、次に掲げる条件をすべて満たすもの（複数者の集まるグループも可）

とする。 

(1)  地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の４の規定のい

ずれにも該当しない者であること。 

(2)  国の平成 31 年度(令和元年度)、令和 2･3 年度一般競争入札及び指名競争参加資格（全省庁統一

資格）「役務の提供等」のうち「A」～「D」の等級に格付けられ、中国地域又は四国地域の参加資

格を有する者であること、あるいは瀬戸内 7県（兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川

県、愛媛県）のいずれかの県の入札参加資格を有すること。 

(3)  本件調達の公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても、国土交通省中国運輸局長及

び四国運輸局並びに瀬戸内７県の指名除外（指名停止）を受けていない者であること。 

(4)  銀行取引停止処分を受けていない者であること。 
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(5)  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11

年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

(6)  宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体で

はないこと。 

(7)  事務局の求めに応じて速やかに権限のある者を一般社団法人せとうち観光推進機構へ来訪させ

ることが可能な者であること。 

 

３ 公募型プロポーザル手続等 

(1) 本要領及び仕様書、所定様式の交付 

ア 交付期間 

令和２年９月１１日（金）から令和２年１０月２日（金）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝

日に関する法律〔昭和 23年法律第 178号〕に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時ま

での間、随時交付する。 

イ 交付場所 

上記１(6)に記載の場所で直接受け取る、又は一般社団法人せとうち観光推進機構（以下「機

構」という。）公式ホームページからダウンロードすること。 

なお、郵送による配付は行わないものとする。 

 (2)  仕様書に対する質問について 

仕様書の内容等に関して質問がある場合は、質問書【様式１】の提出により、質問することがで

きる。なお、電話などによる口頭での質問回答は行わない。 

ア 提出先 

上記１(6)に同じ 

イ 提出期限 

令和２年９月１８日（金）午後５時（必着） 

ウ 提出方法 

持参、郵送又は電子メールによる。電子メールの場合、件名を｢訪日外国人向け旅行商品造成

のための企画・開発事業に関する質問｣とする。 

エ 回答方法 

質問に対する回答は、令和２年９月２４日(木)までに、質問書に記載された連絡先に電子メー

ルで通知する。 

オ その他 

     受付期間以外の質問については、いかなる理由があっても回答しない。なお、評価基準の配点

は、質問の対象外とする。 

 (3)  提案書の提出期限及び提出方法 

  ア 提出先 

    上記１(6)に同じ 

  イ 提出期限 

令和２年１０月２日（金）午後５時（必着） 

  ウ 提出方法 

持参、郵送又は電子メールによる。電子メールの場合、件名を「訪日外国人向け旅行商品造

成のための企画・開発事業に関する提案｣とし、提案書を１つのファイルに統合のうえ、その容

量は原則１０ＭＢ以下とすること。 
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なお、電子メールによる提出の場合には事前に電話により申し出ること。また、持参、郵送等

による場合は、上記イの期限までに必着することとし、発送後であっても未着の場合は、期間内

の提出がなかったものとみなす。 

エ 提案数 

１者につき１提案とする。 

  オ 提出書類 

提案参加者は、資料「訪日外国人向け旅行商品造成のための企画・開発事業企画提案書作成要

領」に記載の添付資料とともに、上記２で定める公募型プロポーザル参加資格要件に応じ、次に

掲げる書類を１部添付し、提出しなければならない。 

 (ｱ) 企業概要及び業務に関する実績表【様式２】 

 (ｲ) 会社（代表者）の直近の財務諸表  

 (ｳ)  入札参加資格審査結果通知書等の写し 

   カ 提案書の再提出及び取り下げ 

提案書の再提出は、上記(3)イの提出期限内に限り認める。 

提案を取り下げる場合は、取り下げ願い書【様式３】を提出するものとする。また、提案書提

出期限後から契約締結までの間に参加資格の条件を満たさなくなった場合にも、取り下げ願い書

を提出し、取り下げるものとする。 

    なお、取り下げ願い書の提出があった場合でも、提出された書類は返却しない。 

キ その他 

   （ｱ）提出された書類は返却しない。 

   （ｲ）提案書の部分的な差替えは認めない。 

   （ｳ）提案に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

    (ｴ）提案書は、本業務受託者候補者の選考以外に提案書の提出先に無断で使用しないものとする。 

 

４ 最優秀提案者の決定 

 (1)  審査方法 

   審査は、提案書の内容を基に、あらかじめ定めた提案書評価基準に従い、一般社団法人せとうち

観光推進機構の会長が選任した者をもって構成する審査会が審査し、最も高い評価値を得たものを

最優秀提案者として決定する。審査は、提案書の評価による書類審査とする。 

   なお、提案者が仕様書に定める条件を満たさない場合、審査を実施しない場合がある。 

 (2)  提案書評価基準 

   評価項目については、｢訪日外国人向け旅行商品造成のための企画・開発事業企画提案書作成要

領｣に基づき記載した項目を対象に評価を行う。 

(3)  結果の通知（予定） 

令和２年１０月９日（金）に、すべての提案書提出者に対し通知する。 

 

５ 契約  

(1)  契約の締結 

   最優秀提案者と提出された提案書を参考に協議を行い、協議が整った場合に、予定価格の範囲内 

で契約を締結する。この協議の際、提出された提案書の内容等について一部変更する場合がある。 

 また、最優秀提案者と協議が整わない場合にあっては、次点の提案として評価した者と協議の上、 

契約を締結する場合がある。 
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(2)  契約手続において使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨 

(3)  契約書作成の要否 

要 

 (4)  契約事項に関する規則 

一般社団法人せとうち観光推進機構財務規程等による 

 (5)  その他 

当該業務は「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金」の活用を前提として実施する。 

 

６ 失格事由 

  次の事項のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

(2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合

しないとき。 

(3) 提出書類に虚偽または不正があったとき。 

(4) 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 

 

７ 添付書類 

■ 本要領の添付様式１～３ 

■ 企画提案書作成要領 

■ 仕様書 

 


